総合評価方式指名競争入札指名通知（閲覧用）


	落札決定の方法
	　別添評価基準に基づく評価方法により、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式とする。

	同種工事の施工実績届出書等提出期限
	令和７年９月９日（火）16:00までに「同種工事の施工実績届出書」及び「配置予定技術者届出書」等の提出のない者の入札は、無効とする。

	入札保証金
	　免除する。

	予 　定 　価 　格
	　事後公表

	失格基準価格
	　事後公表

	契約保証金
	　別に定める方法により、請負代金額の10分の1以上の金額を保証する現金の納付又は保証書等の提出を求める。

	入札の無効
	日高村契約規則第18条及び第28条に該当する入札は無効とする。

	そ　　　の　　　他
	競争入札参加者の入札心得の各条項を承知のこと。

	入札日時及び場所
	令和7年9月17日（水）・午前9時30分　日高村役場本庁舎3階　大会議室

	工事名及び工事番号
	村道江尻妹背峠線道路改良工事（その3）（社会　第1‐705‐7号）

	設計図書の閲覧
	[bookmark: _GoBack]『令和7年9月3日（水）～令和7年9月16日（火）』まで、日高村ホームページにおいて閲覧できる。


総合評価の方法
１　別添「同種工事の施工実績届出書」及び「配置予定技術者届出書」等の提出があった者に標準点100点を与え、評価基準による評価に基づき加算点を加える。加算点は、企業の施工能力評価50点、配置予定技術者の施工実績評価50点の計100点を最高点数10点として換算し、標準点に加える。ただし、緊急工事対応能力実績有りの場合は、最高点数11点として換算し、標準点に加える。
２　標準点以下三点を加えた点数を当該入札参加者の入札価格（百万円単位に換算する。（例：35,420,000円＝35.420000））で序して得た数値（小数点第５位以下切り捨て、小数点第４位まで出数値化する。）を評価値とし、評価値によって落札者とする。
３　入札価格が予定価格の範囲内で、かつ評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、入札価格が別に定める失格基準価格未満のものにあっては、当該入札は失格として落札者としない。入札価格が予定価格の範囲内で、かつ評価値の最も高い者が２社以上ある場合の落札者は、くじ引きにより決定する。
４　落札者は、「配置予定技術者届出書」で届け出た技術者を当該工事に配置しなければならない。

別添

総合評価方式指名競争入札評価基準

	評価項目
	評価内容
	評価基準
	配　点

	企業の施工能力
	同種工事の
施工実績
	同種工事の施工実績（過去１５年度及び当該年度）
	A 日高村及び高知県発注工事実績　4件以上
	40点

	
	
	
	B日高村及び高知県発注工事実績　3件
	30点

	
	
	
	C日高村及び高知県発注工事実績　2件
	20点

	
	
	
	D日高村及び高知県発注工事実績　1件
	10点

	
	
	
	E日高村及び高知県発注工事実績　無し
	 0点

	
	災害時等の
地域貢献
	届出日現在において、日高村と災害時の応急対策活動協力に関する協定を締結している団体の構成員の有無
	A協定を締結した日高村建設業協会の構成員　　　　　有り
	4点

	
	
	
	B協定を締結した日高村建設業協会以外の構成員　　　有り
	2点

	
	
	
	C協定を締結した団体の構成員　　　　　　　　　無し
	0点

	
	
	届出日現在において、日高村消防団へ加入している従業員の有無又は日高村消防団協力事業所の認定の有無
	A 加入又は認定　　　　有り
	3点

	
	
	
	B 加入又は認定　　　　無し
	0点

	
	
	BCP（業務継続計画）の認定の状況
	高知県建設業BCP審査会又は四国建設業審査会による認定　有り
	3点

	
	
	
	高知県建設業BCP審査会又は四国建設業審査会による認定　無し
	0点

	配置予定技術者の能力
	同種工事の
施工実績
	同種工事の施工実績（過去１５年度及び当該年度）
	A 日高村及び高知県発注工事実績　4件以上
	40点

	
	
	
	B日高村及び高知県発注工事実績　3件
	30点

	
	
	
	C日高村及び高知県発注工事実績　2件
	20点

	
	
	
	D日高村及び高知県発注工事実績　1件
	10点

	
	
	
	E日高村及び高知県発注工事実績　無し
	 0点

	
	配置予定技
術者の資格
	主任技術者の保有す
る資格
	A土木一式工事に関する一級国家資格を有する
	 5点

	
	
	
	B  A以外の資格を有する
	 0点

	
	
	　「土木一式工事に関する一級国家資格」とは、以下のとおり。
◎建設業法…1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士
◎技術士法…建設及び総合技術監理「建設」、農業及び総合技術監理「農業土木」、
水産及び総合技術監理「水産土木」、森林及び総合技術監理「森林土木」

	
	
	継続学習制度（CPD）への取組

取得単位数、有効単位数：単年又は過去3年ないし5年

(一社)全国土木施工管理技士会連合会
(公社)日本技術士会
(公社)土木学会
	推奨単位※1の10分の8以上
	5点

	
	
	
	推奨単位の10分の5以上10分の8未満
	4点

	
	
	
	推奨単位の10分の3以上10分の5未満
	3点

	
	
	
	推奨単位の10分の1以上10分の3未満
	2点

	
	
	
	推奨単位の10分の1未満
	1点

	
	
	
	無し
	0点

	
	
	
	※1　建設系CPD協議会の示す推奨獲得CPD単位。

	以下、村の緊急工事発注依頼書による施工実績がある場合のみに適用する。

	緊急工事対応能力
	村の緊急工事発注依頼書に基づく工事の実績
	A　実績　有り
	10点

	
	
	B　実績　無し
	 0点


　※「緊急工事対応能力」については、入札の対象工事施工前に、当該施工箇所において、村の緊急工事発注依頼書による施工実績がある場合のみに適用する。
